
 

 

○五霞町多目的集会センターの設置及び管理に関する条例施行規則 

平成25年12月16日 

規則第11号 

改正 平成29年10月2日規則第19号 

(趣旨) 

第１条 この規則は，五霞町多目的集会センターの設置及び管理に関する条例(平成

25年五霞町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

(利用許可の申請) 

第２条 条例第6条第1項の規定により，五霞町多目的集会センター(以下「多目的セ

ンター」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は，五霞町多

目的集会センター利用許可申請書兼許可書(別記様式)を利用期日前3日までに町長

に提出しなければならない。ただし，町長がやむを得ない理由があると認めたとき

は，この限りでない。 

(利用許可書の交付) 

第３条 町長は，前条の規定による申請があった場合において，当該施設の利用を適

当と認めたときは，五霞町多目的集会センター利用許可申請書兼許可書(別記様式)

を申請者に交付するものとする。 

２ 町長は，多目的センターの利用を許可しないときは，その理由を付して，申請者

に通知するものとする。 

(使用料の納入) 

第４条 条例第14条に規定する使用料は，利用の許可を受けたときに納入しなければ

ならない。 

(遵守事項) 

第５条 利用者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。 

(2) 許可を受けずに多目的センターにおいて，寄附の募集，物品の売買，飲食物

の提供，広告物の掲示，写真撮影，録音等を行わないこと。 

(3) 許可を受けずに火気等を使用し，又は所定の場所以外において喫煙しないこ

と。 

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を使用しないこと。 

２ 前項に定めるもののほか，多目的センターの管理上必要があるときは，その都度，

適宜町長が定める。 

(管理上の立入り) 

第６条 町長は，多目的センターの管理上必要があると認めるときは，利用を許可し

た施設に関係職員を立ち入らせることができる。 

(指定管理者による管理の場合における規定の適用) 

第７条 条例第17条第1項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をい

う。以下同じ。)に多目的センターの管理に関する業務を行わせる場合における第2

条，第3条及び第6条の規定の適用については，これらの規定中「町長」とあるのは

「指定管理者」と，別記様式中「五霞町長」とあるのは「指定管理者」と，第5条

第2項の規定の適用については，同項中「適宜町長が」とあるのは「あらかじめ町

長の承認を得て，指定管理者が」とする。 

２ 条例第17条第1項の規定により指定管理者に多目的センターの利用に係る料金を



 

 

当該指定管理者の収入として収受させる場合における第2条から第4条までの規定

の適用については，第4条，様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利

用料金」とする。 

(その他) 

第８条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な事項は，町長が

別に定める。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第4条の規定は，平成26年4月1日か

ら施行する。 

附 則(平成29年規則第19号) 

この規則は，公布の日から施行する。 



 

 

 

 


